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税法入門
相互売買による代金相殺決済は
補足金付交換契約と認定しうるか

（岩瀬事件）

第10回

事案の概要

本件は，バブル景気当時の地上げに関するものであ

る。XとXの母が所有する土地等（本件譲渡資産）に

ついて，不動産業者が地上げ交渉をしたが，Xらは当

初売却意思がないことを表明していた。しかし，不動

産業者が根気強く地上げ交渉をし，周辺の土地も地上

げされ環境が悪化した事情などから，Xらは，不動産業

者に対し，適切な代替資産があり，譲渡価額をもって

代替土地及び代替建物の建築費用及び税金を支払って

なお利益のある価額で譲渡できるなら譲渡に応ずるこ

ととし，本件譲渡資産とほぼ等価（約7億円）の土地

等（本件取得資産）を交換し，あわせて約3億円を取

得することに合意した。その際，Xらは，本件譲渡資

産を国土法の不勧告価額である約7億円で売却し，不

動産業者の本件取得土地を約4億円で購入する旨の各

売買契約を締結し，各売買代金を相殺し，その残金と

して約3億円の交付を受けた。そこで，Xらは，譲渡所

得の申告にあたり，譲渡収入を約7億円として，確定

申告した。

これに対して，課税庁は，この取引が，形式上は売

買契約（民法555条）の形がとられているものの，実

質的には補足金付交換契約（民法586条2項）に該当

するものであることから，Xらの所得は，本件取得資産

の時価7億円と差金約3億円を加算した約10億円であ

るとして，更正処分を行なったため，Xらがその取消を

求め，本件訴訟を提起した事案である。

主たる争点

本件取引は，

①本件譲渡資産及び本件取得資産の各別の売買契約が

あり，その各売買代金を相殺した差額を本件差金と

して支払ったものなのか

②本件譲渡資産と本件取得資産及び本件差金を相互に

相手方に移転することを内容とする交換契約なのか

が問題となった。

＊譲渡所得金額

①の場合：取得土地価額は，譲渡土地の価額7億円

から差金3億円を控除した4億円であるとし，譲渡

所得は取得土地価額4億円に差金3億円を加算し

た7億円となる。

②の場合：取得土地7億円と差金3億円の合計10億

円

原判決は，その取引の経過等からして，本件取引は，



上記②であるとした。

判決要旨

●東京高判平成11年6月21日

「本件取引に関しては，本件譲渡資産の譲渡及び本件

取得資産の取得について各別に売買契約書が作成され

ており，当事者間で取り交わされた契約書の上では交

換ではなく売買の法形式が採用されて」おり，これは

Xらに発生することとなる「本件譲渡資産の譲渡によ

る譲渡所得に対する税負担の軽減を図るためであった」

と推認できる。しかし，「どのような法形式，どのよう

な契約類型を採用するかは，両当事者間の自由な選択

に任されて」おり，補足金付交換契約という本件取引

の経済的な実体に適合した契約類型を採用するのでは

なく，税負担の軽減を図るという考慮から，「より迂遠

な面のある方式である本件譲渡資産及び本件取得資産

の各別の売買契約とその各売買代金の相殺という法形

式を採用することが許されないとすべき根拠」はない。

また，「本件取引において採用された売買契約の法形式

が仮装のものであるとすることは困難」であり，さら

に，「いわゆる租税法律主義の下においては，法律の根

拠なしに，当事者の選択した法形式を通常用いられる

法形式に引き直し，それに対応する課税要件が充足さ

れたものとして取り扱う権限が課税庁に認められてい

るものではないから」，本件更正処分は，所得金額及び

課税価格並びに納付すべき税額を過大に認定した違法

なものである。

コメント

租税法の適用にあたり，課税要件事実の認定が必要

であるが，要件事実の認定に必要な事実関係や法律関

係の「外観と実体」ないし「形式と実質」がくいちが

っている場合には，外観や形式に従ってではなく，実

体や実質に従って，それらを判断し認定しなければな

らないとされる。ただし，このことは，真実に存在す

る法律関係に即して要件事実の認定がなされるべきこ

とを意味するに止まり，真実に存在する法律関係から

離れて，その経済的効果・目的に即して法律要件の存

否を判断することを許容するものではない（金子・租

税法139頁参照）。

本判決は，経済的実質に即した課税要件の認定が行

なわれるべきであるとするいわゆる「実質課税の原則」

について，前述したような意味に限定して用い，契約

当事者間で行なわれた法律行為の性質について事実認

定をし，納税者の主張を認めたものであり，このような

事案の法律問題の解釈に関し，参考になると思われる。

なお，本判決は，平成15年6月13日に上告不受理

決定が出され，確定した。

（税務特別委員会副委員長　池田里江）
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